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2026年診療報酬改定で褥瘡管理はどう変わる？

―医療機関・介護施設・在宅・地域連携―

事業管理本部
高水 勝

1
2026-D

第23回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会学術集会
教育講演3 2026年5月9日 10：50～11：40

学会HP公開版

当日の講演スライドに
参考スライドを追加しています。

４分割になっています。
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医療機関内

◆入院基本料
  （参考）身体的拘束関連

◆褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  ・専従要件の緩和

◆リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
  ・算定病棟の拡大 
  ・褥瘡発生率

◆技術料関連
  ・処置料等
  ・特定保険医療材料 
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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変更なし
中医協答申 2026年2月13日
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第９部処置

通則
１ 処置の費用は、第１節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、
処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第１節の各区分の所定点数
に含まれるものとする。

２ 処置に当たって、第２節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定め
る保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した
場合は、前号により算定した点数及び第２節、第３節又は第４節の各区分の所定点
数を合算した点数により算定する。

３ 第１節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険
医療材料を使用したときに限り、第３節又は第４節の各区分の所定点数のみにより
算定する。

４ 第１節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられ
ている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。

５ 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示す
る診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の
費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第69号）令和８年３月５日

2026
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第９部処置

＜通則＞
１ 処置の費用は、第１節処置料及び第２節処置医療機器等加算、第３節薬剤料又は第４節特定
保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に
当たって通常使用される包帯（頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。）、ガーゼ等衛生
材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。な
お、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担
とすることは認められない。

２ 特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これ
に要する費用として、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格（材料
価格基準）」の定めるところにより、薬剤については「使用薬剤の薬価（薬価基準）」の定める
ところにより算定する。なお、この場合、薬剤費の算定の単位は１回に使用した総量の価格であ
り、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬
の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、
別に算定できない。

３ 浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第１度熱傷の熱傷処置、100平方センチ
メートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿
布処置その他第１節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置（簡単な物理療法を含
む。）の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合（処置後の薬剤病巣撒布を含む。）であっても、
処置に際して薬剤を使用した場合には、第３節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定するこ
とはできる。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）（令和８年３月５日保医発0305第６号）

2026
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下肢創傷処置
J000-2

下肢創傷処置管理料
B001-36

下肢末梢動脈疾患
指導管理加算Ｊ０３８

糖尿病合併症管理料
B001-20

静脈圧迫処置
Ｊ００１－10 

点数
１ 足部（踵を除く。）の浅い潰瘍 135点
２ 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点
３ 足部（踵を除く。）の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点

500点（月一回） 100点（月一回） 170点（月一回）
200点（月一回）

150点（初回加算）

施設基準 なし
あり

・医師の配置

あり
・連携先に診療科の規定
・透析全患者への実施

あり
医師・看護師の配置

あり
・医師・看護師の配置

・必要な検査機器

算定場所

入院 〇 × 〇 × 〇

外来 〇 〇 〇 〇 〇

在宅 〇 〇 〇 × 〇

算定病棟

DPC × × 〇人工腎臓の加算 × ×

出来高 〇 × 〇人工腎臓の加算 × 〇

地域包括 × × 〇人工腎臓の加算 × ×

回復リハ × × 〇人工腎臓の加算 × ×

療養 〇 × 〇人工腎臓の加算 × 〇

算定期間 なし なし なし なし
標準は３カ月
初回の潰瘍の大きさが100cm2 
を超える場合は６カ月

算定条件 なし 下肢創傷処置を算定した月
慢性維持透析を実施している全て
の患者に対しリスク評価等を行う
ハイリスク患者を紹介をする

算定職種
医師、

医師の指示をうけた看護師
条件を満たした
医師のみ

医師、
医師の指示をうけた看護師

条件を満たした
医師・看護師

条件を満たした
医師・看護師

医師

領域・診療科 なし
整形外科、形成外科、皮膚科、外科、
心臓血管外科、循環器内科

なし 経験
血管外科、心臓血管外科、皮
膚科、形成外科、循環器内科

年数 なし 5年 なし 5年 なし

研修 なし 必要 なし なし 必要

専従・専任 なし なし なし 専任 専任

常勤 なし
常勤

（複数の合算 不可）
なし

常勤
（複数の合算 可能）

常勤
（複数の合算 不可）

看護職

領域・診療科 なし 不可 なし 経験 経験

年数 なし 不可 なし 5年 3年

研修 なし 不可 なし 16時間 必要

専従・専任 なし 不可 なし 専任 専任

常勤 なし 不可 なし なし 常勤

備考 創傷が異なればNPWTと併算定 可 糖尿病合併症管理料との併算定 不可 糖尿病合併症管理料との併算定 可 材料（弾性包帯等）は療養費で支給

創傷が異なれば多血小板血漿処置と併算定 可

創傷処置と併算定 不可

参考 熱傷処置／重度褥瘡処置は2ヶ月が限度
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159 局所陰圧閉鎖処置用材料

(１) 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

ア外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
イ外科手術後離開創・開放創
ウ四肢切断端開放創
エデブリードマン後皮膚欠損創
オ術後縫合創（手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合に限る。）

(２) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(３ ) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より３週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合につ
いては４週間を限度として算定できる。３週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠
を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

(４) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(５) (１)「オ」については、区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒中ケアユニット入院
医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０２」新生児特定集中治療室管理料又は区
分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算
定できる。その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
アＢＭＩが30 以上の肥満症の患者
イ糖尿病患者のうち、ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）がＪＤＳ値で6.6％
以上（ＮＧＳＰ値で7.0％以上）の者
ウステロイド療法を受けている患者
エ慢性維持透析患者
オ免疫不全状態にある患者
カ低栄養状態にある患者
キ創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

(６) (１)「オ」について、(５)以外の患者に対して使用した場合は、局所陰圧閉鎖処置用材料に係る費用はそれぞれの手術の所
定点数に含まれ、局所陰圧閉鎖処置用材料は算定できない。

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く

2026
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180 陰圧創傷治療用カートリッジ

(１) 陰圧創傷治療用カートリッジは以下の場合に算定する。

ア入院中の患者以外の患者に対して使用した場合

イ入院中の患者に対して使用した場合（術後縫合創に対して、手術後の切開創手術部位感染のリスクを低
減する目的で使用した場合に限る。）

(２) (１)「イ」については、区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３０１－３」脳卒
中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「Ａ３０１－４」小児特定集中治療室管理料、区分番号「Ａ３
０２」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「Ａ３０３」総合周産期特定集中治療室管理料を算定す
る患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。その際、次に掲げる患者のい
ずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

アＢＭＩが30 以上の肥満症の患者
イ糖尿病患者のうち、ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）がＪＤＳ値で6.6％
以上（ＮＧＳＰ値で7.0％以上）の者
ウステロイド療法を受けている患者
エ慢性維持透析患者
オ免疫不全状態にある患者
カ低栄養状態にある患者
キ創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
ク手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

(３) (１)「イ」について、(２)以外の患者に対して使用した場合は、陰圧創傷治療用カートリッジに係る費
用はそれぞれの手術の所定点数に含まれ、陰圧創傷治療用カートリッジは算定できない。

・通常のNPWTについて整理です。腹部開放創、切開創SSI予防は除く

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）

2026
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効能・効果
難治性皮膚疾患処置指導管理料

の時の保険償還範囲
難治性皮膚疾患処置指導管理料
以外の時の保険償還範囲

表皮の創傷

真皮に至る創傷

皮下組織に至る創傷

筋肉・骨に至る創傷

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

皮膚欠損用創傷被覆材の
薬事承認上の「使用目的又は効果」と保険償還の関係

使用目的又は効果

2026



Takamizu
22

＜非固着性シリコンガーゼ＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
●創部の保護及び固着防止に用いること。

＜創傷被覆材＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
● 真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒
の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

● 皮下脂肪組織までの創傷（Ⅲ度熱傷を除く。）に対する「創の保護」、
「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

＜抗菌性創傷被覆材＞の薬事承認上の「使用目的又は効果」
● 真皮までの創傷に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒
の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
本品は、感染を引き起こす可能性が高く、浸出液を伴う創傷に使用すること。

● 皮下脂肪組織までの創傷（Ⅲ度熱傷を除く。）に対する「創の保護」、
「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。
本品は、感染を引き起こす可能性が高く、浸出液を伴う創傷に使用すること。

薬事承認
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効能・効果
難治性皮膚疾患処置指導管理料

の時の保険償還範囲
難治性皮膚疾患処置指導管理料
以外の時の保険償還範囲

表皮の創傷

真皮に至る創傷

皮下組織に至る創傷

筋肉・骨に至る創傷

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

真皮用

皮下組織用

筋・骨用

皮膚欠損用創傷被覆材の
薬事承認上の「使用目的又は効果」と保険償還の関係

使用目的又は効果
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101 皮膚欠損用創傷被覆材

(１) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の
所定点数に含まれ、別に算定できない。

(２) 皮膚欠損用創傷被覆材は、いずれも２週間を標準として、特に必要と認められ
る場合については３週間を限度として算定できる。また、同一部位に対し複数の創
傷被覆材を用いた場合は、主たるもののみ算定する。

(３) 皮膚欠損用創傷被覆材は、以下の場合には算定できない。

ア 手術縫合創に対して使用した場合
イ 真皮に至る創傷用を真皮に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
ウ 皮下組織に至る創傷用・標準型又は皮下組織に至る創傷用・異形型を皮下組織
に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合
エ 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創傷又は熱傷以外に使用した場合

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）
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101 皮膚欠損用創傷被覆材

 (１) 真皮に至る創傷用     １㎠当たり6円

 (２) 皮下組織に至る創傷用
    ① 標準型     １㎠当たり10円
    ② 異形型     １ｇ当たり35円

(３) 筋・骨に至る創傷用      １㎠当たり25円

102 真皮欠損用グラフト      １㎠当たり452円

103 非固着性シリコンガーゼ
 (１) 広範囲熱傷用      1,080円
 (２) 平坦部位用       142円
 (３) 凹凸部位用       309円

105 デキストラノマー       １ｇ当たり145円

159 局所陰圧閉鎖処置用材料     １㎠当たり18円

180 陰圧創傷治療用カートリッジ     19,800円

医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、
第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料
（フィルムを除く。）及びその材料価格

2026

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（令和８年３月５日保医発0305第１号）
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保険償還あり
医療機器

医療機器は機能別収載
同じ機能の製品は同じ価格
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医療機関内

◆ICT等の活用による柔軟な看護配置

◆業務効率化・負担軽減
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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看護業務効率化

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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疑義解釈資料の送付について（その１）（令和８年３月23日保険局医療課事務連絡）

超重要



Takamizu
32疑義解釈資料の送付について（その２）（令和８年４月１日保険局医療課事務連絡）

超重要
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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中医協 入院（その 4）2025-11-5
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